
行
わ
れ
た
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、日
時
、

資
源
物
の
品
名
、
使
用
さ
れ
た
車
の
特

徴（
ナ
ン
バ
ー
、
車
種
、
車
色
な
ど
）や

持
ち
去
り
行
為
を
行
っ
た
人
の
特
徴
な

ど
の
情
報
を
環
境
清
掃
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

■
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
排
出
時
間

　

持
ち
去
り
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、

資
源
物
は
収
集
日
の
午
前
6
時
か
ら
8

時
ま
で
の
間
に
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ

排
出
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×
×
×
×
×
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×
×

持
ち
去
り
抑
制
へ
の
取
り
組
み

　

持
ち
去
り
行
為
が
発
生
し
て
い
る
地

域
に
は
、
市
に
よ
る
早
朝
監
視
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
資
源

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
持
ち
去
り
行
為
を

禁
止
す
る
看
板
を
設
置
し
ま
す
。

※ 

道
路
上
な
ど
の
理
由
で
看
板
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
。
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×
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条
例
で
持
ち
去
り
を
禁
止

　

皆
さ
ん
が
ル
ー
ル
を
守
っ
て
分
別
し
、

排
出
し
た
紙
類
や
金
属
類
な
ど
の
資
源

物
を
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
無
断
で

持
ち
去
る
行
為
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

持
ち
去
り
行
為
の
際
に
は
、
そ
の
行

為
者
が
恫ど

う

喝か
つ

、
脅き

ょ
う
は
く迫
な
ど
の
威
圧
的
な

行
動
を
と
っ
た
り
、
資
源
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
が
散
乱
す
る
な
ど
、
住
民
と
の
間
で

ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
こ

の
よ
う
な
行
為
を
不
安
視
す
る
声
や
苦

情
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
市
で
は「
蒲

郡
市
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に

関
す
る
条
例
」を
改
正
し
、資
源
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
資
源
物
を
持
ち
去
る
行
為

を
禁
止
し
ま
し
た
。
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持
ち
去
り
が
禁
止
さ
れ
る
資
源
物

〇 

古
紙
類（
新
聞
、
雑
誌
、
雑
が
み
、

ダ
ン
ボ
ー
ル
）

〇
空
き
缶
、
空
き
び
ん

〇
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

〇
古
着

〇
金
属
類

〇
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
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過
料（
罰
金
）が
科
せ
ら
れ
ま
す

　

市
が
認
め
た
事
業
者
以
外
の
人
が
資

源
物
を
持
ち
去
り
、
そ
の
後
の
市
か
ら

の
注
意（
口
頭
・
書
面
）に
も
従
わ
ず
、

繰
り
返
し
行
っ
た
場
合
に
は
、
5
万
円

以
下
の
過
料
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
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持
ち
去
り
の
防
止
に
向
け

　

資
源
物
の
持
ち
去
り
行
為
を
抑
止
・

防
止
し
て
い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
の

協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　

次
の
こ
と
に
注

意
し
な
が
ら
、
地

域
全
体
で
持
ち
去

り
行
為
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
。

■
持
ち
去
り
行
為
者
へ
の
対
応

　

資
源
物
の
持
ち
去
り
行
為
を
発
見
し

た
場
合
は
、
行
為
者
に
対
し
て
強
く
注

意
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

持
ち
去
り
行
為
が
条
例
違
反

で
あ
る
こ
と
は
主
張
で
き
ま

す
が
、
行
為
者
の
中
に
は
逆
上

す
る
者
も
お
り
、
危
険
な
場
合

も
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
目
撃
情
報
の
提
供

　

持
ち
去
り
行
為
を
見
か
け

た
場
合
は
、
持
ち
去
り
行
為
が

▲持ち去り禁止を啓発する看板
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～4月1日から、資源ステーションに出された
　　　　　資源物の持ち去り行為を条例で禁止します～

近年、市内で発生している資源物の持ち去り行為を防止するため、
市ではこのような行為を禁止する条例を制定しました。
誰もが気持ちよく住めるまちにするため、地域の皆さんで協力し
て持ち去り行為を防止しましょう。

環境清掃課  ☎57◆4100


